
親切運動実践者の表彰　実施要領


【目的】
親切県民運動の日頃の取り組みをたたえ、優良実践者（親切運動実践者）として表彰することにより、県民運動への参加の気運を醸成し、心豊かで住みよい郷土をつくることを目的とする。

【表彰者】
親切・美化奈良県民運動推進協議会長（奈良県知事）

【表彰の対象】
（１）表彰の対象者は、個人又はグループとし、特に優れた取り組みを行っているものを対象とする。
（２）表彰の対象となる活動は､心豊かで住みよい郷土づくりに貢献している内容とする｡
（３）グループによる活動は、原則として、同一の会員により継続して行われている場合を対象とする。但し、学校等に属する団体（生徒会、クラブ等）についてはこの限りでない。
（４）同一の活動について過去に受賞した個人および団体は対象としない。
（５）原則として、社会的に広く行われている募金、歳末助けあい運動、古切手・ベルマーク集め、集団献血等の活動を除く。

【推薦基準】
別途定める「推薦の基準」による。

【推薦方法】
（１）推薦者は、県庁各所属長、市町村長及び親切・美化奈良県民運動推進協議会員とする。
（２）推薦者は、候補者が複数のときは推薦基準を参考に優先順位をつけること。
（３）別紙「推薦書」の所要事項を具体的に記入のうえ、活動状況等の写真を添付し、下記あてへ提出する。また、活動に関する参考資料があれば別途添付すること。
（４）推薦書提出先
親切・美化奈良県民運動推進協議会事務局
〒630-8501　奈良市登大路町30番地　奈良県環境森林部水・大気環境課内
  



【選定委員会】
　（１）被表彰者の要件等の選定を厳正かつ公平に行うため、親切・美化奈良県民運動推進協議会事務局（以下、「事務局」という。）に親切運動実践者表彰選定委員会（以下、「委員会」という。）を置く。
（２）委員会は、事務局長（奈良県環境森林部長）、事務局次長（奈良県環境森林部次長（総務課長事務取扱））、主任（奈良県水・大気環境課長）で構成する。
（３）委員長は事務局長、副委員長は事務局次長が務める。
（４）委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
（５）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
（６）委員会の庶務は事務局で行う。
（７）委員会は委員長が招集し、これを主宰する。
（８）委員会は、過半数以上の出席で成立する。
（９）委員会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
（10）委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

【被表彰者の決定】
委員会において審査のうえ、親切・美化奈良県民運動推進協議会長が決定する。

【表彰】
親切運動実践者表彰式において表彰する。

推薦の基準

１．ひろく豊かなこころを育てることにより、心豊かで住みよい郷土づくりをめざす「親切県民運動」の実践者であること。

２．対象となる活動は、自発的、日常的に行われているものであり、各年度における表彰候補者の推薦依頼日の前月末時点で３年以上継続的に行われているものとする。

３．具体的な活動事例は次のとおりとする。

	親切運動
	ひろく豊かなこころを育てる活動
 　・あいさつ運動
   ・交通ルール、乗車マナーなどの啓発活動　など

	上記以外の活動
	親切県民運動の運動項目に該当する活動





参考
過去の受賞例

① 年１～２回、特別養護老人ホームに慰問し、夕食を提供している。（活動歴１９年）
② 年１回、靴下工場から出るハギレで座布団を作り近鉄吉野神宮駅のベンチに設置している。（活動歴２１年）
③ 毎朝、バス通園の園児を幼稚園門前まで安全に登園できるよう誘導し、徒歩通園の親子にも挨拶や声かけを実施。（活動歴３年）
④ 観光で訪れる方々、また市内の方々へ観光案内をするボランティア活動を行っている。（活動歴３年）
⑤ 学生時代の音楽活動経験を活かし、地元施設での出張演奏や指導を行っている。　　　（活動歴１３年）
